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平成 29 年 1 月 13 日 
 

経審博士 13 の法人番号と基礎ぐい工事の追加の説明 

 
１．法人番号に係る技術職員の経過措置 ［メニュー］-［入力］-［総合評定値・経営状況申請入力］ 

 

 
1）経営規模等評価申請書・総合評定値請求書において、法人であって法人番号の指定を受け

たものである場合、法人番号の欄に記入が必要となり、入力・出力欄を追加しました。 
2）同時に申請用紙の工種名のほ装が舗装と表記されるようになったので「認可を受けている

建設業」の欄を「ほ」から「舗」の表記に変更しました。（2016 年 11 月 1 日より） 

 

 

法人番号の追加

（13 桁） 

ほ装の「ほ」の表示

が「舗」に変更 
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２．「登録解体工事試験」「登録基礎ぐい工事試験」は、合格後実務経験を要さず主任技術者となること

が可能、経審上の評点として２級技術者資格（2 点）に位置付けることとなりました。（2016 年 8
月 1 日より） 

 
1）経審博士 13 ではコード表の最後に「040 基礎ぐい工事」を追加。 

  
［メニュー］-［入力］-［技術職員名簿入力］ 

 
①  「040 基礎ぐい工事」の追加、とび・土工・コンクリート、2 点 

 
2）上記の参照ボタンの表示 

 
①  「040 基礎ぐい工事」の追加、とび・土工・コンクリート、2 点 

 
 

   以上 


